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第
５９
回
委
員
会
に

鳩
山
特
命
相
が
出
席

政
府
の
地
方
分
権
改
革
推
進
委

員
会
は
、
９
月
２２
日
に
第
５８
回
委

員
会
を
、
続
く
３０
日
に
は
第
５９
回

委
員
会
を
、
そ
れ
ぞ
れ
相
次
い
で

開
催
し
た
。

２２
日
の
第
５８
回
委
員
会
で
は
、

国
が
根
拠
法
に
基
づ
き
、
自
治
体

業
務
を
全
国
一
律
の
基
準
で
縛
る

「
義
務
付
け
」
「
枠
付
け
」
の
現

状
に
つ
い
て
、
小
早
川
光
郎
委
員

が
報
告
。
現
状
を
踏
ま
え
審
議
し

た
結
果
、
「
メ
ル
ク
マ
ー
ル
該
当

性
に
つ
い
て
の
委
員
会
と
し
て
の

考
え
方
」
を
ま
と
め
た
。

分
権
委
で
は
、
義
務
付
け
等
を

残
す
場
合
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
（
指

標
）
と
し
て
▽
私
有
財
産
制
度
に

関
わ
る
処
理
▽
補
助
対
象
資
産
ま

た
は
国
有
財
産
の
処
分
―
―
な
ど

７
項
目
を
列
挙
。
メ
ル
ク
マ
ー
ル

に
該
当
し
な
い
場
合
は
、
原
則
廃

止
の
方
向
を
打
ち
出
し
て
い
た
。

当
日
は
、
同
委
が
ま
と
め
た
考

え
方
の
中
で
、
国
の
関
与
を
廃
止

す
べ
き
と
判
断
し
た
事
例
の
抜
粋

が
明
ら
か
と
さ
れ
た
。
騒
音
規
制

法
に
基
づ
く
基
準
な
ど
が
不
要
と

さ
れ
た
。
し
か
し
、
検
討
対
象
と

さ
れ
た
５
３
５
法
律
、
１
万
１
０

７
条
項
に
及
ぶ
事
例
の
全
体
像

は
、
明
ら
か
と
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
件
に
つ
い
て
分
権
委
で

は
、
各
府
省
へ
の
再
調
査
結
果
を

踏
ま
え
、
判
断
す
る
必
要
が
あ
る

た
め
と
し
て
い
る
。

３０
日
の
第
５９
回
委
員
会
に
は
、

鳩
山
邦
夫
・
内
閣
府
特
命
担
当
大

臣
（
地
方
分
権
改
革
）
が
出
席
し
、

地
方
分
権
改
革
に
懸
け
る
意
気
込

み
を
語
っ
た
。

鳩
山
特
命
相
は
、
大
臣
就
任
に

当
た
り
麻
生
首
相
か
ら
受
け
た
指

示
が
▽
地
域
の
元
気
回
復
に
向
け

全
力
で
取
り
組
め
▽
自
治
体
自
ら

が
地
域
経
営
に
責
任
を
果
た
せ
る

よ
う
分
権
改
革
を
強
力
に
進
め
ろ

―
―
で
あ
っ
た
と
紹
介
し
た
。

続
い
て
、
国
の
出
先
機
関
の
見

直
し
に
当
た
っ
て
は
「
闘
う
総
務

大
臣
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と

自
ら
鞭
打
っ
て
い
る
」
と
語
り
、

麻
生
首
相
と
も
ど
も
霞
が
関
の
抵

抗
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
気
概
を

露
わ
に
し
た
。

こ
の
ほ
か
会
議
で
は
、
地
方
整

備
局
と
地
方
運
輸
局
の
「
事
務
・

権
限
」
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省

関
係
者
と
公
開
討
議
を
行
っ
た
。

９
月
２４
日
に
第
９２
代
内
閣
総
理

大
臣
へ
就
任
し
た
麻
生
太
郎
・
自

民
党
総
裁
は
、
同
日
の
組
閣
を
経

て
新
内
閣
を
発
足
さ
せ
た
。
２９
日

に
は
所
信
表
明
演
説
を
行
い
、
景

気
対
策
の
裏
付
け
と
な
る
平
成
２０

年
度
補
正
予
算
成
立
に
向
け
、
野

党
へ
協
力
を
呼
び
か
け
た
。

�
２
面
に
関
連
記
事

就
任
後
の
記
者
会
見
で
、
麻
生

首
相
は
「
日
本
を
明
る
く
強
い
国

に
す
る
」
こ
と
が
自
身
に
課
せ
ら

れ
た
使
命
で
あ
る
と
し
、
「
こ
の

身
を
尽
く
し
て
難
題
に
立
ち
向
か

う
」
と
決
意
を
示
し
た
。

ま
た
、
首
相
は
▽
国
民
本
位
の

政
策
を
す
す
め
る
こ
と
▽
官
僚
は

使
い
こ
な
す
こ
と
▽
省
益
で
は
な

く
国
益
に
専
念
す
る
こ
と
―
―
と

す
る
３
つ
の
方
針
を
打
ち
出
し
、

全
閣
僚
へ
遵
守
さ
せ
る
考
え
を
明

ら
か
に
し
た
。

な
お
、
地
方
六
団
体
は
２４
日
、

麻
生
内
閣
の
発
足
を
受
け
、
共
同

声
明
を
発
表
し
た
。
こ
の
中
で
六

団
体
は
「
地
方
分
権
の
推
進
と
地

方
の
活
性
化
に
向
け
た
実
効
あ
る

施
策
」
を
求
め
た
。
こ
の
ほ
か
危

機
的
な
地
方
財
政
の
状
況
を
踏
ま

え
、
「
地
方
交
付
税
の
復
元
・
増

額
」
な
ど
を
求
め
た
。

【
声
明
全
文
は
２
面
に
掲
載
】

麻
生
内
閣
の
総
務
相
兼
地
方
分

権
改
革
担
当
相
に
、
鳩
山
邦
夫
・

衆
議
院
議
員
が
任
命
さ
れ
た
。

麻
生
首
相
は
「
分
権
改
革
と
い

う
の
は
、
大
き
な
我
々
の
将
来
の

国
の
か
た
ち
と
し
て
大
事
」
で
あ

る
と
語
っ
た
の
ち
、
鳩
山
大
臣
に

対
し
「
分
権
改
革
を
進
め
て
い
た

だ
き
た
い
」
と
指
示
し
た
。

鳩
山
大
臣
は
こ
れ
ま
で
、
福
田

前
内
閣
で
法
務
相
を
務
め
た
ほ

か
、
文
部
相
（
平
成
３
年
）
、
労

働
相
（
平
成
６
年
）
に
就
任
し
た

経
歴
を
持
っ
て
い
る
。
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麻麻生生内内閣閣がが発発足足

総総
務務
相相
にに
鳩鳩
山山
氏氏

地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会

相
次
ぎ
会
議
を
開
催
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税税
源源
配配
分分「「
５５
対対
５５
」」へへ

本
会
が
自
民
税
調
に
要
望

１１００
月月
１１
日日
業業
務務
開開
始始

地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構

麻
生
太
郎
首
相
は
９
月
２９
日
、

所
信
表
明
演
説
を
行
っ
た
。
２４
日

の
首
班
指
名
選
挙
を
経
て
、
第
９２

代
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
し
て
い

た
が
、
２５
日
か
ら
の
国
連
総
会
出

席
の
た
め
、
２９
日
ま
で
所
信
表
明

が
ず
れ
込
ん
で
い
た
。

演
説
の
な
か
で
麻
生
首
相
は
、

「
目
指
す
べ
き
は
、
地
域
の
活
力
を

呼
び
覚
ま
す
こ
と
」「
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
が
、
誇
り
と
活
力
を
持
つ
こ

と
が
必
要
」
と
述
べ
、
疲
弊
し
て
い

る
地
域
の
再
生
に
向
け
、
尽
力
し

て
い
く
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
。

続
け
て
演
説
の
な
か
で
、「
（
地

域
再
生
に
向
け
た
）
処
方
箋
は
、

地
域
に
よ
っ
て
１
つ
ず
つ
違
う
の

が
当
た
り
前
」
「
中
央
で
考
え
た

一
律
の
対
策
は
、
む
し
ろ
有
害
」

と
の
認
識
を
示
し
た
。
そ
の
う
え

で
、
首
長
を
真
の
意
味
で
の
地
域

の
経
営
者
と
す
る
た
め
、
国
か
ら

権
限
と
責
任
を
移
管
す
る
よ
う
努

め
る
方
針
を
掲
げ
た
。

地
方
分
権
の
推
進
に
当
た
っ
て

は
「
霞
が
関
の
抵
抗
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、

「
（
抵
抗
の
抑
え
込
み
に
向
け
）

私
が
決
断
し
ま
す
」
と
語
り
、
不

退
転
の
決
意
を
覗
か
せ
た
。

こ
の
ほ
か
、
原
油
高
の
高
騰

や
、
米
国
発
の
金
融
不
安
な
ど
の

影
響
に
よ
る
景
気
の
後
退
を
受

け
、
政
府
が
８
月
２９
日
に
策
定
し

た
「
安
心
実
現
の
た
め
の
緊
急
総

合
対
策
」
を
実
施
す
る
必
要
性
を

訴
え
た
。
ま
た
、
同
対
策
の
裏
付

け
と
な
る
平
成
２０
年
度
補
正
予
算

の
成
立
に
向
け
、
野
党
へ
協
力
を

呼
び
か
け
た
。

麻
生
首
相
は
、
地
方
道
路
財
源

の
補
填
問
題
に
も
言
及
。
こ
れ
は
、

４
月
１
日
か
ら
３０
日
の
１
か
月
間

に
も
及
び
、
暫
定
税
率
が
失
効
し

た
こ
と
に
よ
る
も
の
。
地
方
は
多

額
の
歳
入
欠
陥
を
被
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
麻
生
首
相
は
、
国
に
よ
る

補
填
を
実
施
す
る
た
め
、
関
連
法

案
の
成
立
に
意
欲
を
示
し
た
。

本
会
は
９
月
２５
日
、
「
平
成
２１

年
度
都
市
税
制
改
正
に
関
す
る
要

望
」
を
、
自
民
党
の
税
制
調
査
会

に
提
出
し
た
。

こ
れ
は
同
党
が
次
年
度
の
税
制

改
正
の
審
議
に
あ
た
り
、
本
会
は

じ
め
各
関
係
団
体
な
ど
か
ら
、
税

制
改
正
に
つ
い
て
の
要
望
を
と
り

ま
と
め
る
た
め
、
例
年
こ
の
時
期

に
聴
取
し
て
い
る
も
の
。

税
制
改
正
の
要
望
と
し
て
本
会

は
、
地
方
税
の
充
実
強
化
に
関

し
、
消
費
税
等
の
税
源
移
譲
な
ど

に
よ
る
偏
在
性
の
少
な
い
地
方
税

体
系
の
構
築
を
求
め
「
国
税
と
地

方
税
の
税
源
配
分
を
５
対
５
と

し
、
国
税
か
ら
の
税
源
移
譲
に
よ

り
地
方
税
の
充
実
強
化
を
図
る
」

な
ど
を
求
め
て
い
る
。

ま
た
、
道
路
整
備
財
源
の
確
保

に
関
し
、
道
路
特
定
財
源
の
一
般

財
源
化
に
あ
た
っ
て
は
▽
自
動
車

関
係
諸
税
の
現
行
税
率
維
持
▽
地

方
に
対
し
道
路
整
備
財
源
と
し
て

措
置
さ
れ
て
い
る
暫
定
税
率
分
を

含
め
た
地
方
税
、
譲
与
税
、
地
方

道
路
整
備
臨
時
交
付
金
及
び
国
庫

補
助
負
担
金
の
財
源
総
額
の
全
額

補
償
―
―
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

【
要
望
事
項
は
３
面
に
掲
載
】

地
方
自
治
体
の
共
同
出
資
に
よ

り
８
月
１
日
に
設
立
さ
れ
た
、
地

方
公
営
企
業
等
金
融
機
構
は
１０
月

１
日
、
新
役
員
が
就
任
す
る
と
と

も
に
業
務
を
開
始
し
た
。

金
融
機
構
は
、
同
日
に
廃
止
と

な
っ
た
「
公
営
企
業
金
融
公
庫
」

の
後
継
機
関
。
地
方
債
対
象
の
▽

上
下
水
道
▽
交
通
▽
病
院
▽
公
営

住
宅
▽
道
路
整
備
―
―
な
ど
１８
事

業
に
対
し
、
起
債
の
同
意
・
許
可

が
確
実
な
場
合
、
融
資
を
行
う
。

同
機
構
が
業
務
を
開
始
し
た
こ

と
で
、
自
治
体
は
今
後
も
、
長
期

・
低
利
な
事
業
資
金
の
調
達
が
可

能
と
な
っ
た
。

ま
た
、
同
機
構
で
は
、
自
治
体

が
資
本
市
場
か
ら
効
率
的
に
資
金

調
達
を
行
う
た
め
の
「
情
報
提

供
」
「
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
」
な

ど
の
支
援
業
務
も
行
う
。

理
事
長
以
下
の
役
員
名
と
前
職

は
、
次
の
と
お
り
。

▽
理
事
長
�
渡
邉
雄
司
（
旧
公
営

企
業
金
融
公
庫
総
裁
）
▽
副
理
事

長
�
福
永
正
通
（
東
京
地
下
鉄
�

代
表
取
締
役
副
社
長
）
▽
理
事
�

御
園
慎
一
郎
（
�
自
治
総
合
セ
ン

タ
ー
理
事
兼
事
務
局
長
）
▽
同
�

二
宮
洋
二
（
放
送
大
学
学
園
理

事
）
▽
同
（
非
常
勤
）�
小
玉
孝
夫

（
旧
公
営
企
業
金
融
公
庫
理
事
）

▽
監
事
�
門
脇
秀
一
（
�
造
水
促

進
セ
ン
タ
ー
専
務
理
事
）

麻生新内閣の発足に当たっての共同声明

我が国経済は、世界経済の成長鈍化と世界的な資源
・食料価格の高騰の影響を強く受けている。地方にお
いては、高齢化と人口減少が同時進行する中、多くの
地方が疲弊し、地域間の格差が拡大している。この閉
塞状況を打破し、国全体が活力を持つ日本をつくって
いくためには、安心・安全な住民生活を確保するとと
もに、地方分権改革を強力に推進し、それぞれの地方
が自らの創意工夫を存分に発揮できる行財政の基盤を
確立することが不可欠である。
麻生新内閣総理大臣は、「強くて明るい日本をつく

る」ため、経済の安定と成長を基本政策として掲げる
とともに、地方分権を必須の改革と位置づけている。
また、地域の経営は地域に任せるとして、地方の意向
を尊重しながら、自らのリーダーシップで分権改革に
取り組むとの決意を示されている。この方針の下、我
々地方と密接に協議しながら、地方分権の推進と地方
の活性化に向けた実効ある施策を強力に進めてもらい
たい。
あわせて、危機的な状況にある地方財政を直視し、

早急に地方交付税を復元・増額するとともに、地方を
活性化するため地方再生対策や景気対策に効果的に取
り組むこと、さらには年金・医療制度など国民が安心
できる社会保障制度の構築に全力を挙げることを求め
る。
平成２０年９月２４日 地方六団体

麻麻
生生
首首
相相
がが
所所
信信
表表
明明

地
方
分
権
の
推
進
に
決
意
示
す

除
幕
式
を
終
え
た
渡
邊
理
事
長（
右
）
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現
下
の
地
方
財
政
は
、
社
会
保
障
費
が
増
嵩
す

る
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
三
位
一
体
改
革
等
さ
ま
ざ

ま
な
名
目
の
下
、
分
権
の
趣
旨
と
は
無
関
係
に
地

方
交
付
税
の
大
幅
な
削
減
が
な
さ
れ
て
き
た
結

果
、
地
域
間
格
差
が
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
未
曽

有
の
財
政
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。

ま
た
、
地
方
分
権
を
推
進
し
、
地
方
の
再
生
と

活
性
化
を
図
る
た
め
に
は
、
地
方
の
自
立
を
可
能

と
す
る
地
方
税
財
源
の
充
実
強
化
が
不
可
欠
で
あ

る
。よ

っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
平
成
２１
年
度
の

税
制
改
正
に
あ
た
り
、
地
方
分
権
時
代
に
相
応
し

い
地
方
税
財
源
の
充
実
強
化
を
図
る
た
め
、
下
記

事
項
を
実
現
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

記

１
�
消
費
税
等
の
税
源
移
譲
な
ど
に
よ
る

偏
在
性
の
少
な
い
地
方
税
体
系
の
構
築

地
方
が
担
う
べ
き
事
務
と
責
任
に
見
合

う
よ
う
、
国
税
と
地
方
税
の
税
源
配
分
を

ま
ず
は
５
対
５
と
し
、
国
税
か
ら
の
税
源
移
譲
に

よ
り
地
方
税
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
。

そ
の
際
、
地
方
消
費
税
の
充
実
な
ど
偏
在
性
が

少
な
い
地
方
税
体
系
の
構
築
に
最
優
先
で
取
り
組

む
こ
と
。

２
�
道
路
整
備
財
源
の
確
保
に
つ
い
て

�
道
路
特
定
財
源
の
一
般
財
源
化
に
あ
た
っ
て

は
、
自
動
車
関
係
諸
税
の
現
行
税
率
を
維
持
す
る

と
と
も
に
、
現
在
、
地
方
に
対
し
道
路
整
備
財
源

と
し
て
措
置
さ
れ
て
い
る
暫
定
税
率
分
を
含
め
た

地
方
税
、
譲
与
税
、
地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金

及
び
国
庫
補
助
負
担
金
の
財
源
総
額
を
全
額
保
障

す
る
こ
と
。

�
大
幅
に
遅
れ
て
い
る
地
方
の
道
路
整
備
の
状
況

に
鑑
み
、
地
方
道
路
整
備
財
源
の
充
実
強
化
を
図

る
こ
と
。

３
�
特
別
減
税
の
実
施
に
対
す
る
補
填
措
置
に
つ

い
て「

安
心
実
現
の
た
め
の
緊
急
総
合
対
策
」
に
お

い
て
示
さ
れ
た
特
別
減
税
の
実
施
に
あ
た
っ
て

は
、
個
人
住
民
税
の
減
収
分
に
つ
い
て
は
全
額
国

の
責
任
に
お
い
て
補
填
す
る
こ
と
。

４
�
都
市
税
源
の
充
実
強
化

�
個
人
住
民
税
は
、
負
担
分
任
の
性
格
を
有
す
る

と
と
も
に
、
福
祉
等
の
対
人
サ
ー
ビ
ス
を
安
定
的

に
支
え
て
い
く
上
で
極
め
て
重
要
な
税
で
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
均
等
割
の
引
き
上
げ
を
図
る
こ
と
。

な
お
、
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
と

同
様
の
現
年
課
税
方
式
と
す
る
こ
と
。

�
市
町
村
に
お
け
る
基
幹
税
目
で
あ
る
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
税
収
の
安
定
的
確
保

を
図
る
こ
と
。

特
に
、
償
却
資
産
の
現
行
の
評
価
方
法
を
堅
持

す
る
と
と
も
に
、
商
業
地
等
に
か
か
る
固
定
資
産

税
の
負
担
水
準
の
現
行
上
限
７０
％
は
堅
持
す
る
こ

と
。

�
法
人
住
民
税
は
、
市
町
村
に
お
け
る
極
め
て
重

要
な
都
市
税
源
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
均
等
割
の
税

率
の
引
き
上
げ
な
ど
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
。

�
事
業
所
税
は
、
都
市
環
境
の
整
備
を
推
進
す
る

た
め
重
要
な
財
源
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
課
税
団
体

の
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
税
率
を
見
直
す

な
ど
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
。

�
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
は
、
ゴ
ル
フ
場
所
在
の
地
方

自
治
体
に
お
け
る
貴
重
な
財
源
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
現
行
制
度
を
堅
持
す
る
こ
と
。

�
長
期
間
に
わ
た
り
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
自
動

車
税
等
の
定
額
課
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
現
下

の
厳
し
い
地
方
財
政
を
考
慮
し
、
引
き
上
げ
を
図

る
こ
と
。

ま
た
、
市
町
村
が
納
税
事
務
を
行
っ
て
い
る
原

動
機
付
自
転
車
に
つ
い
て
は
、
徴
税
効
率
が
極
め

て
低
い
た
め
、
課
税
方
法
や
税
率
を
含
む
課
税
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
実
態
に
即
し
た
見
直
し
を
行

う
こ
と
。

５
�
基
地
交
付
金
・
調
整
交
付
金
の
所
要
額
確
保

基
地
交
付
金
及
び
調
整
交
付
金
に
つ
い
て
は
、

固
定
資
産
税
の
代
替
的
性
格
及
び
基
地
所
在
市
町

村
の
特
殊
事
情
等
を
踏
ま
え
交
付
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
、
所
要
額
を
確
保
す
る
こ
と
。

６
�
政
令
指
定
都
市
等
に
対
す
る
税
制
上
の
特
例

措
置
の
充
実
強
化

�
政
令
指
定
都
市
に
つ
い
て
は
、
地
方
分
権
改
革

を
一
層
推
進
す
る
た
め
に
も
、
大
都
市
の
税
制
の

あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
、
事
務
配
分
に
見
合
っ

た
税
制
上
の
特
例
措
置
の
充
実
強
化
を
図
る
と
と

も
に
、
中
核
市
・
特
例
市
に
お
い
て
も
、
事
務
配

分
の
特
例
等
、
実
態
に
応
じ
た
税
制
上
の
特
例
措

置
を
設
け
る
こ
と
。

�
県
費
負
担
教
職
員
制
度
の
見
直
し
に
お
け
る
政

令
指
定
都
市
等
へ
の
教
職
員
給
与
の
移
管
に
あ
た

っ
て
は
、
所
要
全
額
を
都
道
府
県
か
ら
の
税
源
移

譲
に
よ
り
措
置
す
る
こ
と
。

７
�
環
境
税
の
地
方
税
と
し
て
の
導
入

環
境
税
を
導
入
す
る
場
合
は
、
環
境
施
策
に
お

け
る
地
方
自
治
体
が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
踏
ま

え
、
地
方
税
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
。

８
�
非
課
税
等
特
別
措
置
の
整
理
縮
小
等

固
定
資
産
税
等
に
お
け
る
非
課
税
等
特
別
措
置

の
整
理
縮
小
及
び
国
税
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置

の
整
理
合
理
化
を
推
進
す
る
こ
と
。

９
�
政
治
活
動
に
関
す
る
個
人
献
金
の
税
制
上
の

優
遇
措
置
の
拡
大

地
方
議
員
及
び
そ
の
後
援
団
体
に
対
し
て
個
人

が
拠
出
す
る
寄
附
に
つ
い
て
の
税
制
上
の
優
遇
措

置
は
、
現
在
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
り
都
道
府

県
及
び
政
令
指
定
都
市
の
議
員
に
限
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
優
遇
措
置
の
対
象
を
拡
大
す

る
こ
と
。

１０
�
非
居
住
者
等
の
受
け
取
る
地
方
公
営
企
業
等

金
融
機
構
等
が
発
行
す
る
振
替
債
の
利
子

に
係
る
非
課
税
制
度
の
創
設

地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構
及
び
公
営

企
業
金
融
公
庫
の
発
行
す
る
債
券
の
商
品

性
を
向
上
さ
せ
、
保
有
者
層
の
多
様
化
を
図
っ
て

い
く
た
め
、
振
替
国
債
・
振
替
地
方
債
と
同
様

に
、
非
居
住
者
等
に
対
す
る
利
子
非
課
税
制
度
を

創
設
す
る
こ
と
。

１１
�
住
宅
除
去
工
事
を
行
っ
た
際
の
税
制
上
の
特

例
措
置
に
つ
い
て

耐
震
工
事
が
困
難
な
た
め
、
倒
壊
の
危
険
性
が

あ
る
住
宅
の
取
り
壊
し
に
係
る
更
地
に
つ
い
て

は
、
既
存
住
宅
を
耐
震
改
修
し
た
場
合
と
同
様

に
、
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
な
ど
の
税
制
上
の

特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

１２
�
地
方
税
法
の
改
正
時
期

地
方
議
会
に
お
い
て
税
条
例
改
正
案
の
審
議
時

間
が
十
分
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
地
方
税
法
等
の
改

正
の
時
期
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。

平平
成成
２２１１
年年
度度

都都
市市
税税
制制
改改
正正
にに
関関
すす
るる
要要
望望

（３） 平成２０年１０月５日 第１７０２号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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行

事

予

定

議
会
所
在
地
変
更

本
会
ほ
か
全
国
市
長
会
、
全
国

町
村
会
、
全
国
町
村
議
会
議
長
会

の
４
団
体
で
運
営
す
る
「
�
全
国

市
町
村
研
修
財
団
」
が
１０
月
１

日
、
正
式
に
発
足
し
た
。

同
財
団
は
、
こ
れ
ま
で
�
全
国

市
町
村
振
興
協
会
が
運
営
し
て
き

た
「
市
町
村
職
員
中
央
研
修
所

（
市
町
村
ア
カ
デ
ミ
ー
）
」「
全
国

市
町
村
国
際
文
化
研
修
所
（
国
際

文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
）
」
を
承
継
し
、

引
き
続
き
研
修
事
業
を
行
う
。

同
財
団
の
発
足
に
先
立
ち
９
月

１１
日
、
本
会
の
藤
田
�
之
会
長

（
広
島
市
議
会
議
長
）
を
は
じ
め

と
す
る
４
団
体
代
表
は
財
団
設
立

発
起
人
会
を
開
き
、
▽
本
年
１０
月

１
日
か
ら
明
年
３
月
３１
日
ま
で
の

予
算
と
事
業
計
画
▽
平
成
２１
年
度

の
予
算
と
事
業
計
画
―
―
を
決

定
。
ま
た
、
理
事
長
以
下
の
新
執

行
体
制
を
固
め
て
い
た
�
本
紙
１

７
０
１
号
掲
載
。

総
務
相
の
設
立
許
可
を
受
け
た

１０
月
１
日
か
ら
、
両
研
修
所
は
名

称
を
そ
の
ま
ま
に
、
新
た
な
事
業

計
画
に
基
づ
き
業
務
を
開
始
し

た
。
新
学
長
に
は
、
事
業
承
継
前

ま
で
学
長
を
務
め
て
い
た
鈴
木
正

明
氏
（
市
町
村
ア
カ
デ
ミ
ー
）
、

大
野
慎
一
氏
（
国
際
文
化
ア
カ
デ

ミ
ー
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
、

現
場
の
指
揮
を
執
っ
て
い
る
。

市
町
村
ア
カ
デ
ミ
ー
で
は
明
年

３
月
３１
日
ま
で
の
事
業
計
画
と
し

て
、
専
門
実
務
研
修
な
ど
各
コ
ー

ス
合
計
で
２
９
５
０
人
、
国
際
文

化
ア
カ
デ
ミ
ー
で
は
国
際
文
化
系

研
修
な
ど
各
コ
ー
ス
合
計
で
１
９

５
５
人
を
受
け
入
れ
る
予
定
と
し

て
い
る
。

▼
議
長

▽
花
巻

�
橋
淑
郎
（
８
・
２９
）

▽
川
口

松
本
英
彦
（
９
・
２
）

▽
島
田

中
野
浩
二
（
９
・
２
）

▽
秦
野

山
口
金
光
（
９
・
３
）

▽
桑
名

堀

良
二
（
９
・
３
）

▽
光

�
原

�
（
９
・
３
）

▽
綾
部

森
永

功
（
９
・
４
）

▽
柏

海
老
原
久
恵
（
９
・
５
）

▽
小
矢
部

中
西
正
史
（
９
・
８
）

▼
副
議
長

▽
�
江

水
津
達
夫
（
７
・
２３
）

▽
花
巻

�
橋
好
尚
（
８
・
２９
）

▽
北
名
古
屋

太
田
考
則
（
９
・
１
）

▽
島
田

佐
野
義
晴
（
９
・
２
）

▽
秦
野

�
橋
照
雄
（
９
・
３
）

▽
光

守
田

勉
（
９
・
３
）

▽
綾
部

田
中
正
行
（
９
・
４
）

▽
香
芝

竹
下
正
志
（
９
・
４
）

▽
柏

高
城
幸
治
（
９
・
５
）

▽
小
矢
部

嶋
田
幸
恵
（
９
・
８
）

▼
事
務
局
長

▽
�
江

小
泉
昭
一
（
４
・
１
）

▽
南
房
総

�
木
栄
治
（
７
・
１
）

▽
碧
南

名
倉
敏
男
（
７
・
１
）

▽
西
予

岩
本
明
定
（
７
・
１
）

▽
江
東

田
辺
英
之
輔
（
８
・
４
）

▽
登
別

千
葉
貢
三
（
９
・
１
）

▽
富
士
見

山
内
博
志
（
９
・
１
）

▽
１０
月
２１
日

全
国
市
議
会
議
長

会
基
地
協
議
会
�
正
副
会
長
・

監
事
・
相
談
役
会
（
午
後
３
時
、

全
国
都
市
会
館
）

▽
１０
月
２２
日

市
議
会
議
員
共
済

会
�
理
事
会
（
午
後
３
時
、
全

国
都
市
会
館
）

▽
１０
月
２２
日

全
国
自
治
体
病
院

経
営
都
市
議
会
協
議
会
�
正
副

会
長
・
監
事
・
相
談
役
会
議

（
午
後
３
時
、
松
江
市
）

▽
１０
月
２８
日

社
会
文
教
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
後
３

時
、
阿
蘇
市
）

▽
１０
月
３１
日

広
域
行
政
圏
市
議

会
協
議
会
�
理
事
会
（
午
後
２

時
、
全
国
都
市
会
館
）

▽
１１
月
５
日

地
方
財
政
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
後
４

時
、
宇
部
市
）

▽
１１
月
５
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
部
会
長
会
議
（
午
後
４
時
、

広
島
市
）

▽
１１
月
７
日

全
国
高
速
自
動
車

道
市
議
会
協
議
会
�
正
副
会
長

・
監
事
・
相
談
役
会
議
（
午
前

１０
時
、
全
国
都
市
会
館
）
・
理

事
会
（
午
前
１１
時
、
同
）

▽
志
摩
市
（
三
重
県
）

〒
５
１
７
―
０
５
９
２

志
摩
市
阿
児
町
鵜
方
３
０
９
８

番
地
２２

TEL
０
５
９
９
（
４
４
）
０
２
５
０

FAX
０
５
９
９
（
４
４
）
５
２
６
５

（
議
会
事
務
局
直
通
）

企
業
に
お
け
る
環
境
配
慮
へ
の

取
り
組
み
が
進
み
、
Ｃ
Ｏ
２

を
は

じ
め
と
す
る
地
球
温
暖
化
ガ
ス
の

排
出
量
や
環
境
配
慮
に
か
か
る
コ

ス
ト
を
算
出
し
、
財
務
会
計
と
リ

ン
ク
さ
せ
る
な
ど
の
環
境
会
計
が

導
入
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
家

庭
で
は
、
こ
ま
め
に
電
気
の
ス
イ

ッ
チ
を
切
っ
た
り
エ
コ
バ
ッ
グ
を

使
っ
た
り
す
る
よ
う
心
が
け
て

も
、
ど
の
く
ら
い
Ｃ
Ｏ
２

排
出
量

を
減
ら
せ
た
か
わ
か
ら
な
い
の
が

難
点
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が

環
境
家
計
簿
だ
。
特
に
決
ま
っ
た

形
は
な
い
が
、
毎
月
使
う
水
道
、

電
気
、
ガ
ス
、
ガ
ソ
リ
ン
、
燃
え

る
ご
み
な
ど
の
量
に
Ｃ
Ｏ
２

の
排

出
係
数
を
掛
け
、
Ｃ
Ｏ
２

排
出
量

を
計
算
す
る
タ
イ
プ
が
多
い
。
書

籍
も
発
行
さ
れ
て
い
る
が
、
地
方

自
治
体
や
電
力
会
社
、
ガ
ス
会
社

な
ど
の
中
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
か
ら
環
境
家
計
簿
を
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
る
と
こ
ろ
や
、
申
し
込

め
ば
送
っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
も
あ

る
。環

境
家
計
簿
を
使
え
ば
、
電
気

や
ガ
ス
の
使
用
量
な
ど
か
ら
、
家

庭
生
活
で
の
Ｃ
Ｏ
２

排
出
量
が
ど

の
程
度
か
を
簡
単
に
把
握
で
き
、

ほ
か
の
家
庭
と
の
比
較
な
ど
も
可

能
。
継
続
的
に
記
録
す
る
こ
と
で

環
境
へ
の
意
識
を
高
め
、
生
活
行

動
の
見
直
し
に
つ
な
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

社
員
の
家
庭
で
環
境
家
計
簿
に

取
り
組
ん
で
も
ら
う
な
ど
、
自
社

の
環
境
活
動
の
一
環
と
し
て
導
入

し
て
い
る
大
手
企
業
も
多
い
。
手

軽
で
わ
か
り
や
す
く
、
環
境
問
題

へ
の
最
初
の
一
歩
と
し
て
便
利
な

ツ
ー
ル
で
あ
る
。

市市
町町
村村
研研
修修
財財
団団
がが
発発
足足

１０
月
１
日
に
総
務
相
が
設
立
許
可

環

境

家

計

簿

家
庭
の
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
が
手
軽
に
わ
か
る

議

会

人

事

１０月５日現在の市数
８０６市

うち

指定都市 １７市

中核市 ３９市

特例市 ４３市

一般市 ６８４市

特別区 ２３区

時の話題

市
町
村
研
修
財
団
発
起
人
会
に

出
席
し
た
際
の
藤
田
本
会
会
長

第１７０２号 平成２０年１０月５日 （４）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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